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平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」  
結果について【概要】  

  

                       三重県教育委員会事務局 

生徒指導課 

 

１ 調査の趣旨 

本調査は、県内の公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における児童

生徒の問題行動等の状況について把握し、生徒指導上の取組のより一層の充実

と、児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応に繋げるため、文

部科学省の依頼を受けて毎年実施しているものである。 

 

２ 調査について 

（１）暴力行為 

「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が、故意に有形力（目に見える物理的な

力）を加える行為」をいい、被暴力行為の対象によって、｢対教師暴力｣（教師

に限らず、用務員等の学校職員も含む。）、「生徒間暴力｣（何らかの人間関係が

ある児童生徒同士に限る。）、｢対人暴力｣（対教師暴力、生徒間暴力の対象者を

除く。）、学校の施設･設備等の｢器物損壊｣の四形態に分ける。ただし、家族・同

居人に対する暴力行為は、調査対象外とする。  
 

（２）いじめ 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）で

あって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」（い

じめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）第２条第１項）をいう。なお、

起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

（３）長期欠席 

「長期欠席」とは、平成 27 年度間（平成 27 年４月１日から平成 28 年３月

31 日までの１年間）に連続又は断続して 30 日以上欠席した児童生徒数をそれ

ぞれ理由別に集計したもの。なお、「児童・生徒指導要録」の「出欠の記録」欄

のうち、「備考」欄に、校長が出席扱いとした日数が記載されている場合は、そ

の日数についても欠席日数として含める。  
欠席理由は次によることとする。また、欠席理由が二つ以上あるときは、主

な理由を一つ選び記入する。 
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・ 平成 27 年度の県立高等学校における中途退学者数は 553 人で、91 人減少。

（前年度比 14.1％減） 

 

４ 今後の対応方針 

  本調査結果を踏まえ、これまでの児童生徒の問題行動等への対策の検証を行

いながら、「未然防止の取組」「教育相談体制の充実」「チーム支援の推進」の観

点から、以下の取組を進めてまいります。 
 

「未然防止の取組」 

・ 児童生徒の情報モラルの育成を目的とした、みえネットスキルアップサポ

ートや、保護者への啓発を目的としたネット啓発講座等の取組を有機的につ

なげ、子どもたちのインターネット社会を生き抜く力を育成。 

・ インターネットの利用に係る問題への対応について、児童生徒の情報モラ

ルの育成や教職員の指導力向上を図るため、「ネットトラブル対応事例集」を

作成・周知し、その事例集を活用した取組を推進。 

・ 小中学校のうち推進校４校において、ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニ

ング）を実施し、また、高等学校のうち推進校２校において、生徒会活動を

中心とした主体的な活動を実施することにより児童生徒の社会性を育成。 

・ モデル中学校区において、新たな不登校を生まない取組として、児童会や

生徒会を中心とした自治的な活動による居場所づくりや絆づくりを推進。 
 

「教育相談体制の充実」 

・ 全 156 中学校区にスクールカウンセラーを配置し、配置時間の弾力的な活

用を推進し、小学校から中学校への途切れのない支援を充実。 

・ スクールソーシャルワーカー９名を学校の要請に応じて派遣。スーパーバ

イザーを含む３名は学校からの要請に対応し、６名は県立高等学校６校にも

配置することを通して、地域の中学校区を巡回し、地域の福祉等の関係機関

とのネットワークを構築。 
 

「チーム支援の推進」 

 ・ 学校だけでは解決が難しい問題について、生徒指導特別指導員、スクール

ソーシャルワーカーからなるチームを編成し、配置のスクールカウンセラー

や関係機関、家庭との連携を図りながら対応。また、必要に応じて弁護士等

の専門家より助言を得て支援。 

・ 各学校におけるスクールソーシャルワーカーの一層の周知・活用を図るた

め、「スクールソーシャルワーカー活用事例集」を作成・周知し、その事例集

を活用した取組を推進。 

 

５ 参考資料 

  別紙による。（別１～別 10）  


